
 

 

岐阜市ＮＰＯ法人等応援事業 事務処理のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クラウドファンディング型ふるさと納税の募集終了 

※寄附者に返礼品の贈呈を約束した場合、 

事業実施団体から寄附者へ返礼品を発送 

認定 

※市と調整しながらホームページの作成を行う。 

※目標額を超えた場合は、事業変更申請が 

必要な場合があります。 

事業申請書等の提出 

・事業認定申請書 

・事業計画書 

・収支計算書 

・団体概要書（定款、役員名簿又は構成員名簿等） 

・誓約書 

・印鑑登録証明書（法人） 

・達成金額の事業計画（その他市長が必要と認める書類） 等 

掲載文・写真等を作成し、市へ提出 

募集開始時期の申出 

（Ａ）目標寄附金額を達成した場合 （Ｂ）目標寄附金額未達成の場合 

クラウドファンディング型ふるさと納税のサイトに掲載（寄附の募集開始） 

※寄附の募集実施期間は１０月～翌年１月の期間で９０日以内 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1 か月以内又は年度の末日までの 

いずれか早い日までに実績報告書を作成し報告 

・事業中止申請書 

・返礼品贈呈に係る経費支払請求書 

（返礼品の送付を約束した場合は金額を報告） 

目標寄附金額以内で、交付金申請 

・交付金交付申請書 

・事業計画書（年度内の計画） 

・収支計算書（年度内の収支） 

事業終了後 1 か月以内又は年度の末日までの 

いずれか早い日までに実績報告書を作成し報告 

集まった寄附金額以内で、交付金申請 

・交付金交付申請書 

・事業計画書 

・収支計算書 

【翌年度以降】 

【事業（プロジェクト）実施の場合】 

【事業（プロジェクト）中止の場合】 

（Ｂ）目標寄附金額未達成の場合 

（Ａ）目標寄附金額を達成した場合 

事業終了後 1 か月以内又は年度の末日までの 

いずれか早い日までに実績報告書を作成し報告 

目標寄附金額以内で、交付金申請 

・交付金交付申請書 

・事業計画書（年度内の計画） 

・収支計算書（年度内の収支） 

※複数年の事業の場合、年度ごとの申請となります。 

※申請から交付まで 1 カ月程度を要します。 


